
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５０６．搬入情報訂正 
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１．業務概要 

搬入された輸出貨物情報の訂正を行う。 

（１）「搬入情報訂正呼出し（ＡＩＢ）」業務の場合 

保税蔵置場へ搬入されたＡＷＢ番号、搬入個数、仕向地、貨物識別等の貨物の情報（以下、「輸出貨

物情報」という。）がシステムに登録されている場合に、ＡＷＢ番号を入力することにより輸出貨物情

報の呼び出しを行う。 

またＡＷＢ情報と輸出貨物情報の個数、重量が不一致の場合に輸出貨物情報を優先する旨の登録（以

下、「Ａ／Ｌ訂正」という。）を行うことができる。 

（２）「搬入情報訂正（ＡＩＢ０１）」業務の場合 

システムに登録されている搬入個数、品名等の輸出貨物情報を訂正する。 

なお、税関、航空貨物代理店、混載業、通関業（特定輸出申告における自社施設での入力、システム

不参加展示場での入力または特定委託輸出申告におけるバスケット保税地域での入力を除く）及び機用

品業は他所蔵置場所に搬入されている貨物についてのみ入力可能である。 

また、システム不参加展示場における訂正は展示等積戻し申告を行った申告者のみ入力可能である。 

訂正の対象とする貨物情報の項目は、以下のとおりである。 

（Ａ）搬入個数 

（Ｂ）総個数 

（Ｃ）搬入重量 

（Ｄ）総重量 

（Ｅ）事故貨物 

（Ｆ）特殊貨物記号 

（Ｇ）仕向地 

（Ｈ）積込港 

（Ｉ）Ａ／Ｌ総個数 

（Ｊ）貨物識別 

（Ｋ）貨物種別 

（Ｌ）航空貨物代理店 

（Ｍ）代理店営業所 

（Ｎ）通関業 

（Ｏ）通関依頼先 

（Ｐ）混載業 

（Ｑ）航空会社 

（Ｒ）品名 

（Ｓ）車上通関表示 

（Ｔ）社用品表示 

（Ｕ）システム外保税運送承認番号 

（Ｖ）システム外輸出許可件数 

（Ｗ）システム外輸出許可番号 
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２．入力者 

税関＊1、航空会社、航空貨物代理店＊1、通関業＊１＊2、機用品業＊1、混載業＊1、保税蔵置場 

（＊１）他所蔵置場所に搬入されている貨物についてのみ入力可能 

（＊２）システム不参加展示場で展示等積戻し申告を行った申告者、特定輸出申告における自社施設で特定

輸出申告を行った申告者またはバスケット保税地域で特定委託輸出申告を行った申告者のみ入力可

能 

 

３．制限事項 

なし。 

 

４．入力条件 

（１）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②Ａ／Ｌ訂正の場合は、航空会社であること。 

③他所蔵置場所での訂正の場合は、他所蔵置許可貨物の搬入確認を行った利用者であること。または税

関であること。 

④システム不参加展示場での訂正の場合は、展示等積戻し申告を行った申告者であること。 

⑤特定輸出申告における自社施設での訂正の場合は、特定輸出申告を行った申告者であること。 

⑥特定委託輸出申告におけるバスケット保税地域での訂正の場合は、特定委託輸出申告を行った申告者

であること。 

（２）入力項目チェック 

（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」および「オンライン業務共通仕様書」参照。 

（Ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」および「オンライン業務共通仕様書」参照。 

（３）輸出貨物情報ＤＢチェック 

（Ａ）共通チェック 

（ａ）入力されたＡＷＢ番号が輸出貨物情報に存在すること。 

（ｂ）「許可・承認等情報登録（輸出保税）（ＰＡＨ）」業務で以下の種別が登録されていないこと。 

①滅却承認 

②亡失届 

③差止め 

④手作業移行 

⑤その他（収容、廃棄） 

（ｃ）貨物取扱い中の貨物でないこと。 

（ｄ）訂正承認保留中となっていないこと。 

（ｅ）特定輸出申告における自社施設、システム不参加展示場または特定委託輸出申告におけるバスケッ

ト保税地域以外の場合は、入力者が管理している保税蔵置場に貨物が蔵置されていること。 

ただし、他所蔵置場所での訂正で、かつ入力者が税関以外の場合は、貨物の搬入確認を行った他所

蔵置場所に貨物が蔵置されていること。 

（ｆ）本業務により新たに枝番が払い出される処理（「輸出申告訂正」の必要な搬入個数の訂正）を行った

後に再度訂正を行う場合は、新たに払い出された枝番に対する訂正であること。 

（ｇ）貨物取扱許可申請中または見本持出許可申請中でないこと。 
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（Ｂ）搬入個数チェック 

搬入個数が入力された場合は訂正状況により以下のチェックを行う。 

（ａ）個数訂正の場合の共通チェック処理 

①搬入確認した個数より少ない個数への訂正であること。 

②ＭＡＷＢでないこと。 

③分割して搬入されている貨物の場合は、ＡＷＢ番号に搬入単位の分割枝番が入力されていること。 

④「積付結果登録（ＭＡＷＢ単位）（ＵＬＭ）」業務等が行われていないこと。 

⑤事故貨物が登録されている場合は、税関による事故確認済であること。 

（ｂ）搬入個数訂正識別に「Ｙ」（輸出申告訂正要）が入力されたとき、以下のチェックを行う。 

（ア）システムを介して通関手続きが行われていること。 

（イ）入力者の管理している保税蔵置場に訂正しようとする貨物が搬入単位に全て蔵置中であること。 

（ウ）貨物種別が以下に示すものでないこと。 

①手作業で輸出許可を行った貨物 

②外交公のう品 

③システム外許可済貨物 

④仮陸揚貨物 

（エ）「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務等により、以下に示す処理が行われた輸出

貨物情報でないこと。 

①不積返送 

②一部積地変更 

③数量等の変更 

（オ）「輸出貨物取扱登録（仕分け）（ＡＨＳ）」業務により仕分け元となっていないこと。 

（カ）「輸出貨物取扱登録（仕合せ）（ＡＨＴ）」業務により仕合せ元となっていないこと。 

（キ）「輸出貨物情報仕分け登録（ＡＨＵ）」業務により情報仕分け元となっていないこと。 

（ク）「輸出貨物情報仕合せ登録（ＡＨＶ）」業務により情報仕合せ元となっていないこと。 

（ケ）システムで「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ）」業務等が行われた輸出貨物情報

でないこと。 

（コ）輸出取止め再輸入申告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請事項登録中または輸出取止め再輸入申

告・特例輸出貨物の輸出許可取消申請中でないこと。 

（ｃ）搬入個数訂正識別に「Ｎ」（輸出申告訂正否）が入力されたとき、以下のチェックを行う。 

（ア）システムを介して通関手続きが行われていないこと。 

（イ）訂正によって入力者が管理している保税蔵置場の蔵置個数が訂正によっても存在していること。 

（ウ）ＡＨＳ業務により仕分け元となっていないこと。 

（エ）ＡＨＴ業務により仕合せ元となっていないこと。 

（オ）ＡＨＵ業務により情報仕分け元となっていないこと。 

（カ）ＡＨＶ業務により情報仕合せ元となっていないこと。 

（キ）システムで「搬出確認登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＥＸＡ）」業務等が行われた輸出貨物情報

でないこと。 

（ク）「許可・承認等情報登録（輸出通関）（ＰＡＥ）」業務等により、以下に示す処理が行われた輸出

貨物情報でないこと。 

①不積返送 

②一部積地変更 

③数量等の変更 

④一括許可 

⑤携帯品への変更 
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（Ｃ）総個数チェック 

搬入個数または総個数が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①入力された総個数が輸出貨物情報に登録されている搬入個数の合計以上であること。 

②ＭＡＷＢでないこと。 

（Ｄ）搬入重量チェック 

搬入重量が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①分割して搬入されている貨物の場合は、ＡＷＢ番号に搬入単位の分割枝番が入力されていること。 

②ＭＡＷＢでないこと。 

③登録されている蔵置貨物の全量（その貨物に関する）が総重量を超えないこと。 

④ＡＨＳ業務により仕分け元となっていないこと。 

⑤ＡＨＴ業務により仕合せ元となっていないこと。 

⑥ＡＨＵ業務により情報仕分け元となっていないこと。 

⑦ＡＨＶ業務により情報仕合せ元となっていないこと。 

（Ｅ）総重量チェック 

総重量が入力された場合は、入力された総重量がシステムに登録されている搬入重量の合計以上で

あること。 

（Ｆ）事故貨物チェック 

事故貨物の旨が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①入力者が管理している保税蔵置場に登録しようとする搬入単位の全ての貨物が蔵置されているこ

と。 

②分割して搬入されている貨物の場合は、ＡＷＢ番号に搬入単位の分割枝番が入力されていること。 

③登録しようとする搬入単位の貨物に対して、事故貨物が登録されている場合は、事故確認済である

こと。 

④ＡＨＳ業務等により仕分け元となっていないこと。 

⑤ＡＨＴ業務等により仕合せ元となっていないこと。 

⑥ＡＨＵ業務により情報仕分け元となっていないこと。 

⑦ＡＨＶ業務により情報仕合せ元となっていないこと。 

⑧ＭＡＷＢでないこと。 

（Ｇ）特殊貨物記号チェック 

本業務において特殊貨物記号を新たに登録する場合は、品名が既に登録されているか、または品名

が入力されていること。 

（Ｈ）仕向地チェック 

本業務において仕向地を新たに登録する場合は、ＭＡＷＢでないこと。 

（Ｉ）積込港チェック 

積込港が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

（ａ）事故貨物が登録されている場合は、税関による事故確認済であること。 

（ｂ）ＰＡＥ業務により積込港の変更が行われていないこと。 

（ｃ）分割して搬入されている貨物の場合は、ＡＷＢ番号に搬入単位の分割枝番が入力されていること。 

（ｄ）ＡＨＳ業務等により仕分け元となっていないこと。 

（ｅ）ＡＨＴ業務等により仕合せ元となっていないこと。 

（ｆ）ＡＨＵ業務により情報仕分け元となっていないこと。 

（ｇ）ＡＨＶ業務により情報仕合せ元となっていないこと。 

（ｈ）ＭＡＷＢでないこと。 



 2506-01-5  ＜2024.11修正＞ 

（Ｊ）Ａ／Ｌ総個数チェック 

Ａ／Ｌ総個数が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①ＭＡＷＢであること。 

②入力者は航空会社であること。 

③登録されている航空会社は入力者と同一であること。 

ただし、入力者が受託者の場合は、自社が受託している航空会社と同一であること。 

④入力されたＡ／Ｌ総個数が搭載した個数以上であること。 

⑤搭載完了済でないこと。 

（Ｋ）貨物識別チェック 

（ａ）ＡＷＢからＨＡＷＢへの変更 

①「積付結果登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＵＬＡ）」業務等が行われていないこと。 

②「搭載完了登録（便単位）（ＣＬＡ）」業務等が行われていないこと。 

③航空会社に「ＸＸＸ」が入力されていること。 

④「ＡＷＢ情報登録（輸出）（ＡＢＳ）」業務が行われていないこと。 

（ｂ）ＨＡＷＢからＡＷＢへの変更 

①混載仕立て済でないこと。 

②混載業に「ＸＸＸ」が入力されていること。 

（Ｌ）貨物種別チェック 

後述の処理の可否等のとおりチェックを行う。 

（Ｍ）航空貨物代理店チェック 

ＭＡＷＢでないこと。 

（Ｎ）代理店営業所チェック 

ＭＡＷＢでないこと。 

（Ｏ）通関業チェック 

ＡＷＢまたはＨＡＷＢであること。 

（Ｐ）通関依頼先チェック 

通関依頼先が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①入力者が管理している保税蔵置場に訂正しようとする搬入単位のすべての貨物が蔵置されている

こと。 

②分割して搬入されている貨物の場合は、ＡＷＢ番号に搬入単位の分割枝番が入力されていること。 

③輸出申告が行われていないこと。 

④システム外許可済貨物でないこと。 

⑤仮陸揚貨物でないこと。 

⑥ＡＨＳ業務等により仕分け元となっていないこと。 

⑦ＡＨＴ業務等により仕合せ元となっていないこと。 

⑧ＡＨＵ業務により情報仕分け元となっていないこと。 

⑨ＡＨＶ業務により情報仕合せ元となっていないこと。 

⑩ＭＡＷＢでないこと。 

（Ｑ）混載業チェック 

混載業が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①ＭＡＷＢでないこと。 

②混載仕立て済でないこと。 

（Ｒ）航空会社（取扱航空会社）チェック 

航空会社が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①ＣＬＡ業務等が行われていないこと。 
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②ＵＬＭ業務等が行われていないこと。 

③航空会社を新たに登録する場合はＡＷＢであること。 

（Ｓ）品名チェック 

ＭＡＷＢでないこと。 

（Ｔ）車上通関表示チェック 

車上通関表示が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

①輸出申告等が行われていないこと。ただし、以下の場合は除く。 

・貨物が保税地域等に搬入される前に行われた輸出等申告の場合で、輸出申告搬入後処理未済の場

合。 

・貨物が保税地域等に搬入される前に行われた特定輸出申告、特定委託輸出申告、特定製造貨物輸

出申告の場合で、輸出許可済でない場合。 

②システム外許可済貨物でないこと。 

③仮陸揚貨物でないこと。 

④ＡＷＢまたはＨＡＷＢであること。 

⑤分割して搬入されている貨物の場合は、ＡＷＢ番号に搬入単位の分割枝番が入力されていること。 

⑥ＡＨＳ業務等により仕分け元となっていないこと。 

⑦ＡＨＴ業務等により仕合せ元となっていないこと。 

⑧ＡＨＵ業務により情報仕分け元となっていないこと。 

⑨ＡＨＶ業務により情報仕合せ元となっていないこと。 

（Ｕ）システム外保税運送承認番号チェック 

システム外保税運送承認番号が入力された場合は、以下のチェックを行う。 

（ａ）貨物種別は以下のとおりであること。 

①積戻し貨物 

②仮陸揚貨物 

（ｂ）ＭＡＷＢでないこと。 

 

５．処理内容 

（１）ＡＩＢ業務の場合 

（Ａ）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「００

０００－００００－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」以外の

コードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参

照。） 

（Ｂ）輸出貨物情報ＤＢ処理 

Ａ／Ｌ訂正表示に「Ａ」（Ａ／Ｌ訂正）が入力された場合は、輸出貨物情報にＡ／Ｌ訂正が行われ

た旨を登録する。 

（Ｃ）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

（Ｄ）注意喚起メッセージ出力処理 

登録を行うには再送信が必要である旨を注意喚起メッセージとして出力する。 
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（２）ＡＩＢ０１業務の場合 

（Ａ）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「００

０００－００００－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」以外の

コードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参

照。） 

（Ｂ）処理の可否等 

各項目の処理の可否（登録、変更、取消の別）、貨物識別（ＡＷＢ、ＨＡＷＢ、ＭＡＷＢ、未ラベ

ル貨物）との関係、枝番の要、不要の別等は次表のとおりである。 

表１ 処理の可否等 

項番 訂正可能項目 
処理の可否 貨物識別ごとの入力可否 枝番の 

要不要 登録 変更 取消 ＡＷＢ ＨＡＷＢ ＭＡＷＢ 未ラベル 

 １ 搬入個数  ○  ○ ○  ○ ○ 

 ２ 総個数  ○  ○ ○  ○  

 ３ 搬入重量 ○ ○  ○ ○  ○ ○ 

 ４ 総重量  ○  ○ ○ ○ ○  

 ５ 事故貨物 ○ ○  ○ ○  ○ ○ 

 ６ 特殊貨物記号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 ７ 仕向地  ○  ○ ○  ○  

 ８ 積込港  ○  ○ ○   ○ 

 ９ Ａ／Ｌ総個数 ○ ○    ○   

１０ 貨物識別  ○  ○ ○    

１１ 貨物種別  ○  ○ ○  ○ ○ 

１２ 航空貨物代理店 ○ ○ ○ ○ ○    

１３ 代理店営業所 ○ ○ ○ ○ ○    

１４ 通関業 ○ ○ ○ ○ ○    

１５ 通関依頼先 ○ ○ ○ ○ ○    

１６ 混載業 ○ ○ ○ ○ ○    

１７ 航空会社 ○ ○ ○ ○ ○ ○   

１８ 品名 ○ ○  ○ ○  ○  

１９ 車上通関表示 ○  ○ ○ ○   ○ 

２０ 社用品表示 ○  ○ ○ ○ ○ ○  

２１ システム外保税

運送承認番号 
○ ○ ○ ○ ○  ○  

２２ システム外輸出

許可件数 
○ ○ ○ ○ ○  ○  

２３ システム外輸出

許可番号 
○ ○ ○ ○ ○  ○  

（Ｃ）輸出貨物情報ＤＢ処理 

項目ごとに輸出貨物情報の変更、登録、取消を行う。 

（Ｄ）枝番払出し処理 

ＡＷＢ番号に付与して出力する。 

（Ｅ）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 
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６．出力情報 

（１）ＡＩＢ業務の場合 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

搬入情報訂正呼出し結

果情報 

Ａ／Ｌ訂正表示がスペースの場合 入力者 

（２）ＡＩＢ０１業務の場合 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

搬入情報訂正結果情報 なし 入力者 

搬入情報訂正控情報 以下の項目が登録、取消、変更されたとき、出力

する 

（１）搬入個数 

（２）貨物種別 

（３）事故貨物 

（４）特殊貨物記号 

（５）システム外輸出許可件数 

（６）システム外輸出許可番号 

（７）品名 

入力者 

搬入情報訂正確認情報 同上 保税蔵置場の管轄税関 

（保税担当部門） 

搬入情報訂正保留控情

報 

以下のいずれかの条件を満たすとき、出力する 

なお、本情報が出力された場合には、「搬入情報

訂正控情報」は出力しない 

（１）システムで輸出申告した貨物の個数を変更

した 

（２）貨物種別が未通関貨物のものをシステム外

許可済貨物または仮陸揚貨物に変更した 

入力者 

搬入情報訂正保留確認

情報 

同上 保税蔵置場の管轄税関 

（保税担当部門） 
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情報名 出力条件 出力先 

搬入情報訂正リスト情

報 

以下の項目が登録、変更、取消されたとき、出力

する 

なお、「搬入情報訂正控情報」または「搬入情報

訂正保留控情報」が出力された場合には、本情報

は出力しない 

（１）仕向地 

（２）積込港 

（３）貨物識別 

（４）搬入重量 

（５）総個数 

（６）総重量 

（７）航空貨物代理店 

（８）代理店営業所 

（９）通関業 

（１０）混載業 

（１１）航空会社 

（１２）Ａ／Ｌ総個数 

（１３）通関依頼先 

（１４）車上通関表示 

（１５）社用品 

（１６）システム外保税運送承認番号 

入力者 

搬入状況通知情報（輸

出） 

事故貨物の登録または変更があった場合 入力者 

保税蔵置場の管轄税関 

（保税担当部門） 

保税関係確認情報 特殊貨物記号の登録があった場合 保税蔵置場の管轄税関 

（保税担当部門） 

 

７．特記事項 

（１）本業務を実施する際は以下に示す様に、輸出貨物情報、ＡＷＢ情報、輸出申告情報は相互に利用され、

他業界で作業が進んでいることが考えられるので、十分に注意する必要がある。 

（Ａ）輸出貨物情報とＡＷＢ情報とは品名、仕向地、総個数、総重量の相互利用をしているが、本業務では

ＡＷＢ情報の変更はしない。したがって、輸出貨物情報をＡＷＢ情報に一致させるため本業務を行う

場合以外は、別途、ＡＢＳ業務によりＡＷＢ情報の変更等を行う必要がある。 

（Ｂ）輸出申告情報には輸出貨物情報の品名、仕向地、積込港、総個数、航空貨物代理店、代理店営業所が

利用されている場合があるが、本業務では輸出申告情報は変更しない。したがって、別途、「輸出申告

変更（ＥＤＥ）」業務等の税関手続きにより輸出申告情報を変更する必要がある。 

（Ｃ）仕向地については、「混載仕立情報登録（ＨＤＦ）」業務、「搭載便割当情報登録（ＦＬＩ）」業務等、

他業界の業務で使用しているので、仕向地の変更は、他業界の作業の進捗状況を見て連絡を取るなど、

十分注意して行う必要がある。 

特に前述の業務により作業が終わっている場合には、貨物が本業務実施前の仕向地へ向けて搭載され

るという場合も考えられる。 

（２）「航空会社向貨物引渡し登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）（ＲＶＢ）」業務等を実施後、貨物を引き渡された

航空会社にて訂正可能な項目は、総個数、総重量、仕向地、Ａ／Ｌ総個数、航空会社、社用品表示とす

る。 

また、ＲＶＢ業務等を実施後、共同蔵置場利用者にて貨物引渡し個数（貨物を引き渡された航空会社

から共同蔵置場向け）を搬入個数として訂正することはできない。 
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（３）訂正承認保留となった場合には、税関によるＰＡＨ業務による保留解除の入力が必要となる。 

（４）本業務に入力される項目（品名、仕向地、積込港、総個数、総重量）については、別紙Ｌ０２「共通項

目（航空輸出貨物情報）の登録優先順位」に従って輸出貨物情報ＤＢに登録または更新する。 


